
名称 国籍を超えた地域交流事業 

担当課が抱え

る課題 

2021 年８月に「伊賀市多文化共生指針」を、2023 年２月には「多

文化共生推進プラン」を策定し、計画的に事業を展開しています。 

しかし、多文化共生を推進するためには地域住民の理解や協力、関わり

が不可欠ですが、オール伊賀市で取り組む状況（認識）には至っていませ

ん。まちづくりアンケート（R3～R5）によると、多文化共生施策の満足

度は５％上がっていますが、参画度は 12％下がっています。このことか

らも、多くの伊賀市民にとって多文化共生は必要だと思う一方、積極的に

関わろうとする意識は不十分であることが分かります。これには「ことば

の壁」が大きく関わっています。 

市単独でも課

題解決できた

こと 

人権イベントやフェスタなどで多文化共生の重要性を啓発し、また、地

域住民などを対象に「やさしい日本語」の講座を実施し、外国人に日本語

が通じるという認識をもってもらうことを念頭に事業を行ってきました。 

その結果、「やさしい日本語」の認知度は高まってきたと考えています。 

市単独では課

題解決できな

かったこと 

外国人住民と日本人住民の交流は啓発するだけではなかなか進みませ

ん。イベントを楽しんでもらえても、人と人との交流は簡単にはいきませ

ん。 

交流のきっかけとなるよう「やさしい日本語講座」の事業を開催してい

ますが、やさしい日本語とは何かを知ってもらうだけで、やさしい日本語

を活用し「伝える」、「交流の場」を設けるところまでつなげることが市単

独では難しい状況です。 

民間団体と協

働することで

課題解決でき

ること、ある

いは実現した

いこと 

地域で「やさしい日本語」を活用した交流の場を設けることで、国籍に

かかわらず人と人がつながるきっかけづくりを進め、外国人住民も地域の

担い手として受け入れ、協力し合える関係づくりの実現をめざします。 

在住外国人の暮らしに寄り添い多文化共生社会推進に関する事業を多

岐にわたり実施している団体と協働して実施することで、より効果的な事

業となります。 

 

総合計画等で

の位置づけ 

（当該テーマ

の解決が総合

計画等のどこ

を 推 進 す る

か。） 

伊賀市総合計画 

政策６－２ 国籍や文化の違いを認め、共生する。 

 

伊賀市多文化共生推進プラン（第１期） 

３－A-（１）「やさしい日本」の普及 

３—C-（２）外国人住民との連携・協働 

 


